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大
崎
市
長
選
挙
お
よ
び
大
崎
市

議
会
議
員
一
般
選
挙
の
期
日
前
投

票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

　

立
会
人
に
は
、
投
票
所
で
投
票

に
立
会
い
、
投
票
事
務
が
公
正
に

行
わ
れ
て
い
る
か
確
認
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
申
込
書
や
募
集
要

項
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（h
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に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

日
時　

4
月
9
日

か
ら
14
日


8
時
30
分
か
ら
20
時
ま
で

※
前
半
（
8
時
30
分
か
ら
14
時

15
分
ま
で
）
、
後
半
（
14
時
15
分

か
ら
20
時
ま
で
）
の
、
半
日
交
代

の
従
事
も
可
能
で
す
。

場
所　

市
内
の
期
日
前
投
票
所

計
7
カ
所
（
大
崎
市
役
所
本
庁
舎

北
会
議
室
お
よ
び
各
総
合
支
所
）

対
象　

大
崎
市
に
住
所
を
有
し
、

40
歳
未
満
で
選
挙
権
の
あ
る
人

定
員　

1
つ
の
期
日
前
投
票
所
に

つ
き
、
1
日
あ
た
り
2
人
ま
で

※
半
日
交
代
で
従
事
す
る
場
合
は

4
人
ま
で
と
な
り
ま
す
。

報
酬　

1
日
に
つ
き
9
5
0
0
円

（
所
得
税
の
源
泉
徴
収
あ
り
）を
支
給

※
半
日
交
代
で
従
事
し
た
場
合
は

半
額
を
支
給
し
ま
す
。

申
込
方
法　

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
持
参
、
郵
送
、
フ
ァ
ク

ス
、
E
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
、

3
月
9
日

17
時
ま
で
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
に
申
し
込
み

申
込
先

〒
９
８
９
―
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１
８
８

大
崎
市
古
川
七
日
町
1
番
1
号

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
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選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　
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選
挙
の
期
日
前
投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す

　

固
定
資
産
税
と
は
、
毎
年
1
月

1
日
に
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
る

税
金
で
す
。
都
市
計
画
税
は
課
税

区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
ま
た
は

家
屋
を
所
有
し
て
い
る
人
に
の
み

課
税
さ
れ
ま
す
。

評
価
替
え
と
は

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋

な
ど
の
「
適
正
な
時
価
」
を
課
税
標

準
と
し
て
課
税
す
る
も
の
で
す
。

　

土
地
と
家
屋
は
、
原
則
と
し
て

３
年
間
価
格
を
据
え
置
く
制
度
と

な
っ
て
い
ま
す
。
3
年
毎
に
価
格

を
見
直
す
こ
と
を
「
評
価
替
え
」
と

い
い
ま
す
。

土
地
の
評
価
替
え

　

住
宅
用
地
の
特
例
や
負
担
調
整

を
行
い
、
課
税
標
準
額
を
決
定
し

ま
す
。

　

適
正
な
時
価
は
、
地
価
公
示
価

格
、
都
道
府
県
地
価
調
査
価
格
、
不

動
産
鑑
定
士
な
ど
に
よ
る
鑑
定
評

価
価
格
を
活
用
し
、
そ
の
7
割
を

目
途
に
評
定
し
ま
す
。

　

現
況
地
目
（
課
税
地
目
）
は
、
平

成
30
年
1
月
1
日
時
点
の
土
地
の

利
用
状
況
に
よ
り
認
定
し
ま
す
。

利
用
状
況
は
、
航
空
写
真
や
現
地

調
査
で
確
認
を
行
い
ま
す
。

家
屋
の
評
価
替
え

　

家
屋
の
評
価
額
は
「
再
建
築
価

格
」
と
「
経
年
減
点
補
正
率
」
に

よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

　

新
築
家
屋
の
場
合
、
評
価
の
時

点
で
再
度
建
築
し
た
場
合
に
か
か

る
費
用
（
再
建
築
価
格
）
を
基
準
に

し
て
評
価
し
ま
す
。

　

新
築
以
外
の
家
屋
は
、
建
築
物

価
の
変
動
を
考
慮
し
た
う
え
で
、

再
建
築
価
格
に
建
築
後
の
損
耗
状

況
に
よ
る
減
価
（
経
年
減
点
補
正

率
）
を
加
味
し
て
算
出
し
ま
す
。
た

だ
し
、
評
価
額
が
前
年
度
の
額
を

超
え
る
場
合
は
前
年
度
価
格
に
据

え
置
き
ま
す
。

■
再
建
築
価
格
の
計
算

　

平
成
30
年
度
の
評
価
替
え
の
た

め
の
再
建
築
価
格
は
、
平
成
27
年

度
（
基
準
年
度:

前
回
の
評
価
替

え
を
し
た
年
度
）
の
再
建
築
価
格

に
建
築
物
価
の
変
動
割
合
を
乗
じ

て
算
出
し
ま
す
。

■
経
年
減
点
補
正
率
と
は

　

家
屋
が
古
く
な
る
に
つ
れ
減
価

す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
評
価
替
え

の
年
ま
で
の
経
過
年
数
に
応
じ
て

減
額
さ
せ
る
た
め
の
割
合
で
す
。

　

こ
の
補
正
率
に
は
下
限
が
あ
り

ま
す
。
下
限
に
な
る
ま
で
の
期
間

は
、
一
般
的
な
木
造
住
宅
で
は
約

25
年
、
鉄
骨
造
な
ど
非
木
造
の

住
宅
で
は
約
35
年
で
す
。

 

税
務
課
土
地
担
当
・
家
屋
担
当　
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平
成
30
年
度
は
固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
を
行
い
ま
す

加
入
し
て
い
た
社
会
保
険
に
最
長

2
年
間
継
続
し
て
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
本
人
の

勤
務
先
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。


家
族
の
社
会
保
険
な
ど

　

家
族
の
社
会
保
険
の
扶
養
に
入

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
家
族
の
勤
務
先
に

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。


国
民
健
康
保
険

　

市
民
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
市

民
福
祉
課
市
民
窓
口
担
当
で
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

就
学
、
就
職
や
引
っ
越
し
な
ど

で
国
保
に
加
入
す
る
人
や
喪
失
す

る
人
は
、
14
日
以
内
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
医
療
費

が
全
額
自
己
負
担
に
な
る
場
合

や
、
健
康
保
険
で
支
払
っ
た
医
療

費
を
返
還
し
て
も
ら
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
国
保
の
喪
失
手
続

き
が
遅
れ
る
と
、
国
民
健
康
保
険

税
と
社
会
保
険
料
を
二
重
に
納
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

資
格
変
更
が
あ
っ
た
人
は
必
ず

手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

社
会
保
険
を
喪
失
し
た
人
の
健
康

保
険

　

退
職
な
ど
で
社
会
保
険
を
喪
失

し
た
人
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
公

的
医
療
保
険
に
加
入
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。


任
意
継
続
被
保
険
者
制
度

　

社
会
保
険
な
ど
に
継
続
し
て

2
カ
月
以
上
加
入
し
て
い
た
人

は
、
資
格
を
喪
失
し
て
か
ら
20
日

以
内
に
手
続
き
を
す
る
こ
と
で
、

 

保
険
給
付
課
国
民
健
康
保
険
担
当　



６
０
５
１

国
民
健
康
保
険（
国
保
）の
資
格
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
か

届け出が必要な場合

事例 必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

勤務先の健康保険
をやめた

資格喪失連絡票、社保離脱証
明書、世帯主と国保に加入する
人の個人番号カード

他市町村から転入 転出先からの転出証明書

子どもが生まれた 母子健康手帳、出生証明書

生活保護が廃止
生活保護廃止通知書、世帯主と
国保に加入する人の個人番号
カード

国
保
を
や
め
る
と
き

勤務先の健康保険
に加入

国保被保険者証、勤務先の健
康保険証、世帯主と国保をやめ
る人の個人番号カード

他市町村へ転出 国保被保険者証

亡くなった
国保被保険者証、死亡診断書ま
たは死亡証明書

生活保護が開始
国保被保険者証、生活保護決
定通知書、世帯主と国保をやめ
る人の個人番号カード

そ
の
他

就学で他市町村に
転出

国保被保険者証、在学証明書や
合格通知など

住所・氏名変更
世帯主と国保被保険者証を再
発行する人の個人番号カード

世帯分離・合併

紛失などで再発行

　

各
市
町
村
で
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
財
政
を
安
定
的
に
運
営
し

て
い
く
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　

将
来
に
わ
た
り
国
民
皆
保
険
制

度
を
守
り
、
加
入
者
が
安
心
し
て

医
療
機
関
を
受
診
で
き
る
よ
う
、

平
成
30
年
4
月
よ
り
県
が
市
町
村

と
と
も
に
国
保
の
財
政
運
営
を
担

い
ま
す
。

制
度
変
更
に
よ
る
加
入
者
の
手
続

き
は
あ
り
ま
せ
ん

　

国
保
制
度
が
変
わ
っ
て
も
、
加

入
者
の
皆
さ
ん
が
新
た
な
手
続
き

を
行
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
医
療
機
関
へ
の
受
診
の
仕
方

も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

健
康
保
険
証
の
交
付
や
資
格
管

理
、
保
険
給
付
、
国
保
税
の
賦
課
や

納
付
な
ど
の
手
続
き
の
ほ
か
、
各

種
届
け
出
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

市
町
村
で
受
け
付
け
ま
す
。

健
康
保
険
証
は
引
き
続
き
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

現
在
、
手
元
に
あ
る
健
康
保
険

証
は
、
有
効
期
限
（
7
月
31
日
）
ま

で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
新
し
い
様
式
の
健
康
保
険

証
は
、
8
月
1
日
の
一
斉
更
新
に

併
せ
て
7
月
中
に
簡
易
書
留
で
郵

送
し
ま
す
。

 

保
険
給
付
課
国
民
健
康
保
険
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平
成
30
年
度
か
ら
国
保
制
度
が
変
わ
り
ま
す

個人番号カードは、個人番号通知カードでも手続
きが可能です。

就職・退職など、勤務先の変更で手続きをする場合
は、年金手帳も持参してください。

届け出ができる人は、本人と同一世帯の人です。同
一世帯以外の人が届け出をする場合は、本人から
の委任状が必要です。

届け出に来た人の本人確認を行います。運転免許
証などを持参してください。

国
保
加
入
者

国
保
世
帯

市
町
村

平成30年度以降の仕組み

●保険証の交付
●国保税の賦課
●保険給付
●保健事業などの実施

●保険給付に必要な費用の

　支払い
●国保事業費納付金の決定
●標準保険料率の提示

●国保税の納付
●各種届け出
●保険給付などの申請

●国保事業費納付金の支払い

宮
城
県

土地の税額  ＝  課税標準額  ×  税率 
固定資産税 1.4％

　　    　　　　　　　　　 　 　　   都市計画税 0.3％

家屋の税額  ＝  
家屋の評価額

  ×  税率 
固定資産税 1.4％　

　　    　　　　（課税標準額）  　  　　 都市計画税 0.3％

  
家屋の評価額  ＝  

在来分家屋の
  ×  経年減点補正率

  　　　　    　　　再建築価格　　

  再建築価格  ＝  
平成27年度（基準年度）の

  ×  
建築物価の

  　　　　　    　再建築価格　　　　　　  　   変動割合

立候補予定者説明会を

開催します

　詳しくはお問い合わせください。

日時　3月9日　大崎市長選挙：10時～、

大崎市議会議員一般選挙：14 時～

場所　大崎生涯学習センター（パレット

おおさき）

 選挙管理委員会事務局 23-9124

 


